
国
立
公
文
書
館
等
一
覧
【

16
施
設
】 

 

（
令
和
六
年
十
月
一
日
現
在
） 

 

○ 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
国
立
公
文
書
館
等 

【
１
施
設
】 

施 

設 

の 

名 

称 

所 
 

在 
 

地 

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館 

東
京
都
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
三
の
二 

 

○ 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て 

宮
内
庁
長
官
が
指
定
し
た
施
設 

【
１
施
設
】 

施 
設 

の 

名 

称 

所 
 

在 
 

地 

宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館 

東
京
都
千
代
田
区
千
代
田
一
の
一 

 

○ 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て 

外
務
大
臣
が
指
定
し
た
施
設 

【
１
施
設
】 

施 

設 

の 

名 
称 

所 
 

在 
 

地 

外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
外
交
史
料
館 

東
京
都
港
区
麻
布
台
一
の
五
の
三 

 

○ 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て 

内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
た
施
設 

【

13
施
設
】 

施 

設 

の 

名 

称 

所 
 

在 
 

地 

国
立
大
学
法
人
北
海
道
大
学
文
書
館
公
文
書
室 

北
海
道
札
幌
市
北
区
北
八
条
西
八 

国
立
大
学
法
人
東
北
大
学
学
術
資
源
研
究
公
開
セ
ン
タ
ー
史
料
館
公
文
書
室 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
片
平
二
の
一
の
一 



国
立
大
学
法
人
筑
波
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ 

茨
城
県
つ
く
ば
市
天
王
台
一
の
一
の
一 

国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
文
書
館 

東
京
都
文
京
区
本
郷
七
の
三
の
一 

国
立
大
学
法
人
東
京
外
国
語
大
学
文
書
館 

東
京
都
府
中
市
朝
日
町
三
の
一
一
の
一 

国
立
大
学
法
人
東
京
科
学
大
学
博
物
館
資
史
料
館
運
営
室
公
文
書
室 

神
奈
川
県
横
浜
市
緑
区
長
津
田
町
四
二
五
九 

国
立
大
学
法
人
東
海
国
立
大
学
機
構
大
学
文
書
資
料
室 

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
不
老
町 

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
大
学
文
書
館 

京
都
府
京
都
市
左
京
区
吉
田
河
原
町
一
五
の
九 

国
立
大
学
法
人
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ 

大
阪
府
吹
田
市
山
田
丘
二
の
三 

国
立
大
学
法
人
神
戸
大
学
大
学
文
書
史
料
室 

兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
六
甲
台
町
一
の
一 

国
立
大
学
法
人
広
島
大
学
文
書
館 

広
島
県
東
広
島
市
鏡
山
一
の
一
の
一 

国
立
大
学
法
人
九
州
大
学
大
学
文
書
館 

福
岡
県
福
岡
市
東
区
箱
崎
六
の
一
〇
の
一 

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
一
の
三
の
一 

 


